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●　特　別　企　画　●

　
　
　

年
末
、
与
党
は
「
平
成
28
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
を
公
表
し

ま
し
た
。
消
費
税
10
％
増
税
時
の
軽
減
税
率
導
入
に
世
間
の

注
目
は
集
ま
り
ま
し
た
が
、
合
わ
せ
て
企
業
経
営
に
も
影
響
す
る
改

正
が
い
く
つ
か
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
本
特
別
企
画
で
は
、
企
業
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
改
正
を

挙
げ
て
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
図
解
を
使
っ
て
や
さ
し
く
紹
介
し
ま

す
。
ぜ
ひ
融
資
先
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

昨執筆●佐藤正明（税理士　　　　社会保険労務士）

げ
時
期
（
平
成
29
年
４
月
１
日
）
に
合

わ
せ
、
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
の
導

入
が
決
ま
っ
た
こ
と
が
大
き
く
取
り
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
と
合
わ
せ
て
、

大
綱
で
は
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
第
２
ス

テ
ー
ジ
と
し
て
経
済
の
好
循
環
を
拡
大

さ
せ
る
た
め
、「
法
人
税
改
革
の
推

進
」
も
１
つ
の
柱
と
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
法
人
実
効
税
率

（
現
行
32
・
11
％
）
を
平
成
28
年
度
に

29
・
97
％
、
平
成
30
年
度
に
29
・
74
％

に
引
き
下
げ
、
20
％
台
と
し
ま
す
。

課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大

　

そ
の
一
方
で
外
形
標
準
課
税
の
拡

大
、
建
物
附
属
設
備
や
構
築
物
の
償
却

方
法
を
「
定
額
法
」
に
統
一
す
る
減
価

償
却
の
見
直
し
、
生
産
性
向
上
設
備
投

資
促
進
税
制
の
期
限
ど
お
り
の
廃
止
な

成
28
年
度
税
制
改
正
大
綱
で

は
、
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
上

ど
、
課
税
ベ
ー
ス
が
拡
大
す
る
改
正
も

盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

「
外
形
標
準
課
税
」
と
は
、
資
本
金
等

お
よ
び
付
加
価
値
（
支
払
給
与
額
や
支

払
利
息
等
）、
所
得
金
額
な
ど
、
外
観

か
ら
客
観
的
に
判
断
で
き
る
基
準
を
課

税
ベ
ー
ス
と
し
て
税
額
を
算
定
す
る
課

税
方
式
の
こ
と
で
、
平
成
16
年
度
か
ら

資
本
金
１
億
円
超
の
法
人
を
対
象
に
導

入
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
法
人
事
業
税
は
、
会
社

が
生
み
出
し
た
付
加
価
値
に
税
率
を
乗

じ
て
計
算
す
る
㋐
付
加
価
値
割
（
現
行

０
・
72
％
）、
会
社
の
資
本
金
の
額
に

税
率
を
乗
じ
て
計
算
す
る
㋑
資
本
割

（
同
０
・
３
％
）、
会
社
の
利
益
（
所

得
）
に
税
率
を
乗
じ
て
計
算
す
る
㋒
所

得
割
の
３
つ
に
区
分
さ
れ
、
㋐
付
加
価

値
割
と
㋑
資
本
割
は
「
外
形
基
準
」、

㋒
所
得
割
は
「
所
得
基
準
」
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
改
正
で
は
、
㋐
付
加
価

値
割
と
㋑
資
本
割
の
税
率
を
引
き
上
げ

る
代
わ
り
に
、
㋒
所
得
割
の
税
率
が
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。
付
加
価
値
割
と
資

本
割
は
、
会
社
が
黒
字
か
ど
う
か
に
関

係
な
く
支
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
税

金
と
い
え
、
赤
字
企
業
に
と
っ
て
は
増

税
と
い
え
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
中
小
企
業
に
影
響
が
及

ぶ
改
正
と
し
て
は
、
中
小
企
業
が
新
た

に
購
入
す
る
機
械
お
よ
び
装
置
（
１
６

０
万
円
以
上
）
に
か
か
る
固
定
資
産
税

を
50
％
軽
減
す
る
制
度
の
創
設
が
あ
り

ま
す
。地

方
経
済
底
上
げ
の
改
正
も

　

ま
た
、
安
倍
政
権
は
、
国
内
総
生
産

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
を
６
０
０
兆
円
に
引
き
上

げ
る
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
都
市
部
だ
け
で
な
く
、
地
方
の

経
済
の
底
上
げ
が
欠
か
せ
ず
、
そ
の
一

環
と
し
て
法
人
住
民
税
率
（
地
方
税
）

と
地
方
法
人
税
率
（
国
税
）
が
見
直
さ

れ
ま
す
。

　

法
人
住
民
税
に
は
法
人
税
額
に
税
率

を
乗
じ
て
計
算
す
る
「
法
人
税
割
」

と
、
資
本
金
の
額
な
ど
を
基
準
に
し
て

計
算
す
る
「
均
等
割
」
が
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
法
人
税
の
支
払
額
が
多

い
会
社
や
資
本
金
の
額
が
大
き
い
会

社
、
つ
ま
り
規
模
の
大
き
な
会
社
が
多

く
集
ま
る
都
道
府
県
に
法
人
住
民
税
が

集
中
し
、
首
都
圏
・
関
西
圏
・
中
京
圏

と
そ
れ
以
外
の
自
治
体
と
の
間
の
格
差

が
広
が
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
法
人
住
民
税
を
引
き
下
げ
、

そ
の
分
を
地
方
法
人
税
と
し
て
集
め
て

法
人
住
民
税
の
少
な
い
自
治
体
に
分
配

す
る
こ
と
を
目
的
に
、
法
人
住
民
税
率

を
引
き
下
げ
る
代
わ
り
に
地
方
法
人
税

率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

（
納
め
る
税
金
の
比
率
が
変
わ
る
だ
け

で
税
額
は
変
わ
ら
な
い
）。

　

以
上
、
ポ
イ
ン
ト
を
見
て
き
ま
し
た

が
、
次
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
特
に
企
業
に

と
っ
て
影
響
が
大
き
い
改
正
を
取
り
上

げ
、
ア
ド
バ
イ
ス
の
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。

平 図解で分かる！
融資先に行いたい

28年度税制改正
アドバイス

①
平
成
28
年
度
税
制
改
正
大
綱
の

主
な
内
容
・
特
徴
を
押
さ
え
よ
う


